
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）新型インフルエンザ対策の強化【新規】                         ３百万円 

今般改定された新型インフルエンザ対策行動計画で、新型インフルエンザ発生時に

は、地域の発生状況に応じ都道府県ごとに実施すべき対策を判断するとされたことを

踏まえ、発生時の迅速な対応に備え、国と都道府県等が危機管理の観点から連携強化

を図り、対策の準備を行う。 

 

（参考）【平成 23年度第４次補正予算案】 

 ○抗インフルエンザウイルス薬・プレパンデミックワクチン原液の備蓄等           ９１億円 

   新型インフルエンザの発生時に迅速に対応するため、抗インフルエンザウイルス薬

やプレパンデミックワクチン原液の備蓄等を行う。 

また、今般改定された新型インフルエンザ対策行動計画で盛り込まれたプレパンデ

ミックワクチンの事前製剤化を実施する。 

 

（２）予防接種の推進（ポリオ不活化ワクチンの円滑導入等）【一部新規】 

１１百万円（１１百万円） 

現在ポリオ予防接種に使用されているポリオ生ワクチンを不活化ポリオワクチンに

切り替えるに当たり、切り替え時の接種方法等、円滑に移行するための方策について

検討を進め、実施主体である市町村に対して周知する。 

 

第４ 健康で安全な生活の確保 

１ 新型インフルエンザ等の感染症対策     １４０億円（１４９億円） 

                        
 

行動計画の改定を踏まえた新型インフルエンザ対策の強化等の新型インフルエンザ等の

感染症対策、肝炎治療促進のための環境整備等の肝炎対策、小児がん対策等のがん対策、

難病等の各種疾病対策、移植対策及び生活習慣病対策等を推進する。 

また、健康危機管理対策、食品中の放射性物質対策、輸入食品等の食品の安全対策、食

中毒対策、医薬品・医療機器・再生医療製品の安全対策・迅速な提供等を推進する。 
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（参考）【平成 23年度第４次補正予算案】 

 ○子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金の積み増し・延長（平成 24 年度末） 

５２６億円 

   子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業を継

続するため、「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金」の平成 24年度まで

の積み増し・延長を行う。 

 
（３）HTLV-１関連疾患に関する研究の推進                 １０億円（１０億円） 

HTLV-１（ヒト T 細胞白血病ウイルス１型）への感染対策と、これにより発症する

ATL（成人 T細胞白血病）や HAM（HTLV-1関連脊髄症）の診断・治療法等に関する研究

を、感染症・がん・難病・母子保健対策が連携し、HTLV-１関連疾患研究領域として総

合的な推進を図る。 

 

 

 

 

 

（１）肝炎治療促進のための環境整備                   １３７億円（１５２億円） 

肝炎患者への医療費の助成に要する経費を確保し、引き続き適切な医療の確保や受

療促進を図るとともに、治療を要する方が適切な治療を開始できるようサポートする

人材の養成や肝炎患者支援手帳の作成・配布などの支援事業を実施する。 
 

（２）広域的な相談体制の強化・普及啓発の推進【一部新規】 

５３億円（６３億円） 

肝炎患者等が広く相談を行うことができるよう、二次医療圏に１箇所程度整備され

ている肝炎専門医療機関に「地域肝炎治療コーディネーター養成事業」の技能習得者

を配置するなどして、地域の相談窓口の利便性の向上を図る。また、肝炎ウイルス検

診の個別勧奨を引き続き実施するとともに、肝炎に関する正しい知識の普及啓発につ

いて、マスメディアを活用するなどにより一層の推進を図る。 

 

（３）肝炎治療研究等の強化【一部新規】（一部重点化）（一部後述・８６ページ参照） 

                   ４９億円（２１億円） 

 B型肝炎の新規治療薬の開発等を目指し、新たに既存薬剤の周辺化合物の構造解析

等の創薬研究や臨床研究等の強化、推進を図るとともに、引き続き C 型肝炎ウイルス

等の持続感染機構の解明や肝疾患における病態の進展予防及び新規治療法の開発等を

行い、肝炎に関する基礎、臨床、疫学研究等を推進する。 

２ 肝炎対策                           ２３９億円（２３７億円） 
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（１）小児がん拠点病院の機能強化【新規】（一部重点化）                ４億円 

小児がん対策を推進するため、診療や緩和ケアを行うがん医療従事者の育成、小児

がん患者への相談支援や療育環境を確保するためのプレイルームの運営等に必要な経

費について財政支援を行う。 

 
（２）がん臨床試験の基盤整備【新規】                             １．５億円 

各種がんに対する標準的治療の確立のため、集学的治療などに関する研究者主導臨

床試験を推進するとともに、臨床研究コーディネーター（CRC）やデータマネージャー

を雇用し、質の高い研究者臨床試験の実施基盤の整備・強化を図る。 

 

（３）在宅緩和ケア地域連携事業【新規】（重点化）（再掲・５５ページ参照） 

  １．１億円 

 

（４）がん診断・治療研究の推進【新規】（重点化）                     １６億円 

難治性がんや小児がんをはじめとする希少がんを中心に、これまでの基礎的研究や

探索的臨床研究において開発された革新的診断法（診断薬等）をはじめ、抗体薬など

の革新的がん治療薬に対して、臨床での実用化を目的とした前臨床試験や国際水準に

準じた質の高いがん臨床試験を強力に推進する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（１）難病対策                           ２，１３２億円（２，０９５億円） 

①難病患者の生活支援等の推進【一部新規】（一部重点化）（一部前述・５５ページ参照） 

      ２，０３２億円（１，９９５億円） 

難病患者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の助成を引き続き実施するとと

もに、難病相談・支援センター（全国 47 箇所）の運営等を通じ、地域での難病患者

の生活支援等を推進する。 

なお、特に都道府県の超過負担縮減のために、特定疾患治療研究事業の充実を図

３ がん対策                            ３５７億円（３４３億円） 

 

                          

 

 

４ 難病などの各種疾病対策、移植対策、生活習慣病対策 

                                ２，２５３億円（２，２２６億円） 
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る（350億円（280億円）） 
※ 年少扶養控除の廃止等による地方財政の増収分の対応の一部を特定疾患治療研

究事業の地方の超過負担の財源として活用（平成 24年度暫定的対応）（269億円） 
 

②難病に関する調査・研究等の推進【一部新規】                 １００億円（１００億円） 

難病の診断・治療法の開発を促進するため、難病に関する調査・研究や「健康長

寿社会実現のためのライフ・イノベーションプロジェクト」を引き続き推進するとと

もに、国際ネットワークへの参加等を通じて、難病対策の国際的連携の構築を図る。 
 

（２）移植対策                                          ２７億円（２７億円） 

①臓器移植対策の推進【一部新規】                              ７億円（７．６億円） 

臓器移植法の改正に伴い、脳死下臓器提供事例が着実に増加しているなか、臓器

移植が適切に実施されるよう、あっせん業務に従事する人の増員（32人→35人）、ド

ナー家族への心理的ケアの支援等の体制整備を図るとともに、引き続き臓器移植の普

及啓発の推進を図る。 
 

②造血幹細胞移植対策の推進                                  １８億円（１８億円） 

骨髄バンク事業を引き続き推進するとともに、移植件数が増加しているさい帯血

移植を着実に推進するため、さい帯血の採取・検査等に必要な経費を確保するなど、

あっせん体制の強化を図る。 
 

（３）生活習慣病対策                                    ３０億円（３３億円） 

①健康づくり・生活習慣病対策の推進【一部新規】（一部前述・５３ページ参照）  

１７億円（２０億円） 

健康寿命の延伸を実現すること等を目的とした「健康日本 21」を着実に推進する

ため、糖尿病重症化予防対策や在宅療養での栄養ケア支援体制の構築を支援するほか、

国民一人ひとりが日々の生活の中で自発的に健康づくりに対して具体的な行動を起

こしていけるよう、民間企業との連携をさらに推進し、健康づくりの国民運動化を推

進する事業等を実施する。 

 
②生活習慣病予防等に関する調査・研究の推進                    １２億円（１３億円） 

生活習慣病の予防から診断、治療に至るまでの研究を体系的に実施する中で、糖

尿病等の合併症に特化した予防、診断、治療に関する研究を重点的に推進し、今後の

対策の推進に必要なエビデンスの構築を目指すとともに、次期国民健康づくり運動の

総合的な推進を図る基礎資料とするため、国民健康・栄養調査の調査対象を拡大して

実施する。 
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（４）各種疾病対策                                      ６５億円（７０億円） 

①エイズ対策の推進【一部新規】（一部重点化）（一部前述・５５ページ参照） 

５７億円（６０億円） 

より高度な医療を受けられる地方ブロック拠点病院に集中する HIV 感染者やエイ

ズ患者を地域の医療機関で受け入れるための調整を行う連絡調整員（コーディネータ

ーナース）の養成や HIV治療の進歩により長期存命が可能となった感染者・患者の在

宅医療・介護の環境整備を行うことにより、HIV医療の連携体制の強化を図る。 

 

②リウマチ・アレルギー対策の推進                            ５．９億円（７．１億円） 

リウマチ・アレルギーの診療に熟知した専門医の偏在を解消するため、かかりつ

け医と専門医療機関の円滑な医療連携体制の確保を図り、都道府県間の医療機関の均

てん化を目指す。 

 

③腎疾患対策の推進【一部新規】                              ２．４億円（２．４億円） 

腎疾患の重症化や透析導入患者の増加を抑制するため、透析患者数を当初予測よ

り 15％減らすための「腎疾患重症化予防のための戦略研究」の成果を利用した個別

栄養指導等の予防プログラムを実施する。 

 

 

 

 

 

（１）健康安全・危機管理対策総合研究の推進               ４．６億円（３億円） 

感染症・バイオテロリズムの発生に備えた初動体制の確保、危機情報の共有や活用、

地域での健康危機管理体制の基盤強化等に資する健康安全・危機管理対策総合研究事

業により総合的な研究を推進する。 

 

（２）健康危機管理体制の整備                         １．１億円（１．６億円） 

非常時に健康危機管理体制が十分に機能するよう、平時から、各種訓練の実施、地

域での連携体制の構築等を行うとともに、地域での健康危機事例に的確に対応するた

め、専門家の養成等を行う。 

 

（３）国際健康危機管理対策の推進                    ８３百万円（８９百万円） 

国外での未知の感染症が疑われる事例の調査で、WHO 等が編成する疫学調査チーム

に国立感染症研究所が参加し、国際的な感染症の情報収集、分析、情報の還元等を行

う。また、国内外で分離される病原体のゲノム情報の解読、その情報のデータベース

５ 健康危機管理対策の推進             ６．５億円（５．５億円） 

す  
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化や疫学調査等への利用を推進する。 

 

 

 

 
 
（１）食品中の放射性物質対策の推進【新規】（復旧・復興）               ２億円 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、新たに設定する基準値について、

食品の汚染状況や摂取状況を調査し、継続的に検証するとともに、自治体の検査体制

の整備を支援するほか、国において流通段階での買上調査を実施するなどの対策を推

進する。 

 

（２）自治体における食品中の放射性物質の検査体制の整備支援等（復旧・復興

（復興庁計上））                                             ５．１億円 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、新たに設定する基準値の下で円滑

にモニタリング検査が行えるよう、自治体の検査機器の整備に対して補助を行うとと

もに、食品中の放射性物質に関する調査研究を行う。 

 

（３）輸入食品の安全確保対策等の推進                 １０１億円（１０２億円） 

検疫所の輸入食品のモニタリング検査について、食品群ごとの輸入量、違反率等の

分析に基づき必要とされる検体数を踏まえて体制整備を行うとともに、輸出国での食

品安全対策の状況に関する事前調査や計画的な現地調査を実施するなど、輸入食品の

安全確保対策等を推進する。 
 

（４）食中毒対策の推進                              ７４百万円（７４百万円） 

近年の大規模・広域化した食中毒事件等の被害拡大防止のため、菌株収集等による

原因究明調査を行うとともに、担当官を現地に派遣し疫学調査の支援等を行うなど、

食中毒対策を推進する。 

 

（５）残留農薬等の安全確保対策の推進                   １０億円（１２億円） 

①残留農薬等ポジティブリスト制度等の推進                     ８．８億円（９．９億円） 

平成 18 年度の「ポジティブリスト制度（※）」の導入の際に、当時の国際基準等

を参考に設定した農薬等について基準の見直しを行い、制度の着実な推進を図るとと

もに、食品添加物についても安全性の見直しを着実に実施する。 
※ポジティブリスト制度：食品中に残留する農薬等について、一律基準等の残留基準を設定し、基準

を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等を禁止する。 

６ 食の安全・安心の確保               １３０億円（１２７億円） 

 

 

-66-



 
 

 

②食品汚染物質に係る安全確保対策の推進                   ５０百万円（５１百万円） 

食品中の汚染物質対策について、重金属、かび毒等の汚染実態や摂取量の調査等

を行い、基準の設定や見直しなど安全性確保の取組を進める。 

 

③食品用容器包装等の安全確保対策の推進【一部新規】        ８４百万円（７５百万円） 

食品用容器包装等に用いられる化学物質の規制について、欧米等で「ポジティブ

リスト制度」が導入されていることを踏まえて、毒性等の基礎データの収集等の調

査・検討を行う。 
特に、食品分野にも応用されつつあるナノマテリアルについて、国際的に安全性

に関する課題が指摘されていることを踏まえて調査を行う。 
 

④健康食品の安全確保対策の推進                           ３３百万円（４５百万円） 

いわゆる健康食品による健康被害を未然に防ぐため、食品成分について安全性試

験や分析調査を行うとともに、被害発生時には迅速かつ適切な対応を図る。 
 

（５）食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 

１１百万円（１３百万円） 

食品安全に対する消費者の意識の高まり等に対応するため、食品安全基本法や食品

衛生法に基づき、消費者等への積極的な情報の提供や双方向の意見交換を行う。 
 
（６）食品の安全の確保に資する研究の推進              ９．８億円（１１億円） 

食品の安全の確保に関する様々な課題に対し、科学的根拠に基づく調査研究を進め

るとともに、ダイオキシン類の人体への影響に関する調査研究等を実施し、油症研究

の充実を図る。 
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（１）医薬品・医療機器・再生医療製品の安全対策の推進      １２億円（１３億円） 

医薬品・医療機器・再生医療製品の安全対策に活用するため、平成 23年度に引き続

き、1,000万人規模のデータ収集を目標として、全国の大学病院等が保有する医療情報

を活用した医療情報データベースを構築するとともに、独立行政法人医薬品医療機器

総合機構（PMDA）に情報分析システムを構築する。 

また、医薬品の品質の確保のための査察に関する国際的な枠組み（PIC/S（※））へ

の加盟に向けて、加盟国との情報共有や都道府県による査察の質の向上と全国的な整

合化を図るため、国や PMDA、都道府県による査察員の研修を充実させる。 

 さらに、消費者が一般用医薬品を適切に選択し、適正に使用することができるよう、

一般用医薬品の販売について、引き続き現場での制度の遵守状況等の実態把握を行う

とともに、登録販売者の実態把握を行い、資質向上を進める。 

これらのほか、薬害の発生を未然に防止するための各種施策を引き続き推進する。 

※PIC/S：GMP（医薬品の製造及び品質の確保に関する基準）査察の国際整合化を図ることを目的として、

欧米各国の GMP 査察当局を中心に構成された団体。PIC/S に加盟することにより、GMP 査察が

国際水準にあることが担保され、加盟国間での査察結果の相互利用が促進される等のメリット

がある。 

 

（２）医薬品・医療機器・再生医療製品の迅速な提供       ７．５億円（８．５億円） 

欧米では承認されているが、日本では未承認又は未適応の医薬品・医療機器・再生

医療製品であって、医療上特に必要性が高いものについて、引き続き審査の迅速化を

図る。 
また、日本発シーズの実用化のため、産学官一体となった取組を進め、大学・ベン

チャー等での承認申請候補選定の最終段階から治験に至るまでに必要な試験・治験計

画策定等に関する薬事戦略相談の活用を推進する。 

 

（３）技術の進歩に対応する薬事承認審査・安全対策の向上【新規】（重点化） 

（再掲・８７ページ参照）                                      ２１億円 

①安全性・有効性の評価法の確立、人材の育成                           １２億円 

 

②薬事承認審査の迅速化に必要なガイドラインの作成に向けた研究の推進等 ３．７億円 

 

７ 医薬品・医療機器・再生医療製品の安全対策の推進、迅速な提

供等                               １００億円（８６億円） 
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③安全対策の強化                                                  ３．５億円 

 

④生産・流通のグローバル化への対応                                  １．８億円 

 

（４）血液製剤対策の推進【一部新規】                  ４．２億円（４．７億円） 

B 型肝炎の母子感染予防や医療従事者の注射器の針刺し事故等の感染予防に使用す

る抗 HBs 人免疫グロブリン製剤（※）の国内自給を達成するための体制整備を計画的

に行う。 

また、医療に不可欠な血液製剤の安定供給を確保するとともに、血液の安全性を確

保するために必要な施策を引き続き実施する。 

※抗 HBs 人免疫グロブリン製剤：B型肝炎の抗体（免疫）を持っている人の血液から、その抗体（免疫）

を抽出した血漿分画製剤。 
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